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市町村税の課税状況等の調は、地方自治法第２５２条

の１７の５第１項の規定に基づき行われるもので、市

町村税の課税の状況に関する統計資料として、税制

改正が行われる場合等における重要な基礎資料とな

るものである。

本稿では、大阪府内市町村に係る平成２３年度の市

町村税の課税状況等の調の概況を簡単に紹介する。

１．個人均等割

平成２３年度における府内市町村の個人市町村民税

均等割の納税義務者数は第１表のとおりである。納

税義務者数は３,７７６,７３０人で、前年度より０.１％減少

している。これに伴い、均等割額も約１１３億２０百万円

と前年度より０.１％減少している。

直前の平成２３年３月末日現在の住民基本台帳人口

は前年度に対し微減であり、人口に占める市町村内

に住所を有する均等割納税義務者数の割合も約４３.３％

と前年度と同じ割合である。

２．個人所得割

平成２３年度における府内市町村の個人市町村民税

所得割の納税義務者数は第１表のとおりである。納

税義務者数は３,５５６,８２２人で、前年度より０.２％減少

している。所得割額も約４,２１４億９５百万円と前年度よ

り１.６％減少している。

所得者区分別の所得割納税義務者数は第２表のと

おりで、全体では給与所得者及び営業所得者の減少

により対前年度０.２％減少している。また、分離譲

渡所得のある者を除き所得税失格者の増加が顕著に

みられる。また、課税標準額についても第３表のと

おり、約７兆４,０７６億円と対前年度１.４％減であり、

農業所得者及び分離譲渡所得のある者以外の所得者

区分で減少している。

所得控除については第４表のとおりである。総額が

約４兆１,４５３億円と前年度より０.７％増加した。中でも

社会保険料控除は前年より約４０１億３３百万円増加して

いる。

※ 個人市町村民税における「納税義務者」とは、平成
２３年７月１日現在において、税額控除後、減免前に納
税義務がある者である。よって、税額控除によって納
税義務のなくなった者は除いている。

Ⅰ　個人市町村民税の状況

はじめに

平成２３年度市町村税課税状況の概況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４４－９１１７）

第１表　個人市町村民税納税義務者数等の状況
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平成２３年度の府内市町村の法人市町村民税の納税

義務者数の状況は第５表のとおりである。均等割が

２７８,４９３法人で、前年度より０.７％減少している。ま

た、法人税割も２６４,３４１法人と０.７％減少している。

なお、法人税割の納税者数（平成２３年７月１日現在

において既に納付の確定した法人税割額がある法人

をいう。）は８８,１３５法人であり、前年度より１.６％

増加している。

※ 法人市町村民税における「納税義務者」とは、平成

２２年７月２日から平成２３年７月１日までの間に市町村

民税の申告書の提出期限が到来したものをいい、課税

免除又は減免前で、均等割・法人税割についてそれぞ

れ課税の対象となる法人である。よって、現実に申告

納付したかどうかには関係なく、不申告の場合や欠損

が生じた法人も含むものである。

平成２３年度の府内市町村の４月１日現在の軽自動

車数は第６表のとおりである。合計台数（非課税車

及び課税免除車も含む）は１,９２９,１６３台で前年度よ

り０.８％減少している。原動機付自転車のうち排気

量０.０９リットル超やミニカー、軽自動車のうち四輪

乗用車が増加する一方で、原動機付自転車のうち排

気量０.０９リットル以下や二輪車が減少している。な

お、調定額については、総台数は０.８％減少してい

るが、税率の高い四輪乗用車が増加したこともあり、

約７０億３５百万円と前年度から０.６％増加している。

Ⅲ　軽自動車税の状況
Ⅱ　法人市町村民税の状況

第２表　所得者区分別所得割納税義務者数の状況

第３表　所得者区分別所得割課税標準額の状況 第４表　所得控除区分別控除額の状況

第５表　法人市町村民税納税義務者数等の推移

第６表　軽自動車税の課税客体の状況




